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役員及び評議員の報酬等並びに費用に関する規程 

 

（目的） 

第１条 この規程は、社会福祉法人つちや社会福祉会（以下「当法人」という）定款第８条および第

２１条の規定に基づき、役員及び評議員（以下「役員等」という）の報酬等並びに費用に関し必要

な事項を定める。 

 

（定 義） 

第２条 この規程において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。 

 （１）役員とは、理事及び監事をいい、評議員及び評議員選任・解任委員会委員並びに第三者委員

を併せて役員等という。 

 （２）常勤役員とは、役員のうち、当法人を主たる勤務場所とする者をいう。 

 （３）非常勤役員とは、役員のうち、常勤役員以外の者をいう。 

 （４）報酬とは、俸給、各種手当、賞与その他の職務遂行の対価として受ける財産上の利益及び退

職手当であって、その名称のいかんを問わない。費用とは明確に区分されるものとする。 

 （５）費用とは、職務の遂行に伴い発生する交通費、通勤手当、旅費（宿泊費等を含む。）、手数

料等の経費を言う。報酬とは明確に区分されるものとする。 

 

（報酬等の支給） 

第３条 役員等には、勤務形態に応じて、次の通り報酬等を支給する。 

（１）常勤役員等については、報酬として、俸給、各種手当、賞与及び退職手当を支給する。 

（２）非常勤役員等については、業務に応じた報酬を支給することとし、各種手当や賞与及び退職手

当は支給しない。 

（３）報酬等は、現金により本人に支給する。ただし、本人の同意を得れば、本人の指定する口座に

振り込むことができる。 

（４）報酬等は、法令の定めるところによる控除すべき金額及び本人から申し出のあった立替金、積

立金等を控除して支給する。 

２ 常勤役員等に対する退職手当は、役員等として円満に任期を満了、または辞任、死亡により退任 

した者に支給するものとし、死亡により退任した者については、その遺族に支払うものとする。 

 

（常勤役員等の報酬等の算定方法） 

第４条 常勤役員等に対する報酬等の額は、次の各号による報酬等の区分に応じて定めるものとする。 

 （１）報酬については、別表第１に定める額 

 （２）賞与については、法人の財務状況に応じて理事長が都度決定する。 

 （３）退職手当については、別に定める。 

 （４）通勤手当については、給与規程に定めるところにより支給する。 
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（非常勤役員等の報酬等の算定方法） 

第５条 非常勤役員等に対する報酬等の額は、次の各号による報酬等の区分に応じて定めるものとす

る。 

 （１）報酬については、別表第２に定める額 

 （２）通勤手当については、その通勤の実態に応じ、交通費の実費相当額を支給する。 

 

（費用） 

第６条 役員等がその職務の執行に当たって負担し、又は負担した費用については、これを請求のあ

った日から遅滞なく支払うものとし、また、前払いを要するものについては前もって支払うものと

する。 

２ 役員等が職務のため出張をしたときは、旅費規程に基づき、旅費を支給する。 

 

(当法人職員給与との併給) 

第７条 当法人職員を兼務し、職員給与を支給している役員に対しては、役員報酬等の額と職員給与

の合算額が、別表１で定める常勤役員等の報酬総額を上回らないものとする。また、併給の場合は

別表１－１及び１－２は適用せず、都度理事長が決定する。 

２ 常勤役員としての報酬を受け取る者は、原則理事長及び日常法人全般の業務に携わる者とする。

ただし、手当についてはこの限りではない。 

 

（報酬等の支給方法） 

第８条 常勤役員等に対する報酬等の支給時期は、次の各号による報酬等の区分に応じて定める時期 

とする。 

 （１）報酬については、月末締め当月２５日支給とする。 

 （２）賞与については、毎年６月及び１２月とする。 

 （３）退職手当については、任期の満了、辞任又は死亡により退職した後３か月以内に支給する。 

２ 非常勤役員等に対する報酬は、理事会、評議員会および理事長の招集した会議に出席した都度支

給する。 

 

（報酬等の日割り計算） 

第９条 新たに常勤役員等に就任した者には、その日から報酬を支給する。 

２ 常勤役員等が退任し、又は解任された場合は、前日までの報酬を支給する。 

３ 月の中途における就任、退任、又は解任の場合の報酬額については、その月の総日数から日曜日 

及び土曜日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算する。 

４ 本条第２項の規定にかかわらず、常勤役員等が死亡によって退任した場合、その月までの報酬を 

支給する。 

 

（端数の処理） 

第１０条 この規定により、計算金額に１円未満の端数が生じたときには、次のとおり端数処理を行 

う。 

 （１）50 銭未満の端数については、これを切り捨てる。 
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 （２）50 銭以上１円未満の端数についは、これを１円に切り上げる。 

 

（公表） 

第１１条 当法人は、この規定をもって、社会福祉法第五十九条の二第一項二号に定める報酬等の支 

給の基準として公表する。 

 

（改廃） 

第１２条 この規定の改廃は、評議員会の承認を受けて行う。 

 

（補則） 

第１３条 この規定の実施に関し必要な事項は、理事長が理事会の決議を経て、別に定めることとす 

る。 

 

 

附則  

この規程は、平成３０年６月２２日より施行する。 

この規定は、令和 ２年６月１５日より施行する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



- 5 -

別表１（常勤役員等の報酬総額） 

役職名 年間報酬総額 

理事長 １６，０００，０００円以内 

 

別表１－１（常勤役員等の俸給額）                                         （単位：円） 

号俸 月額 号俸 月額 号俸 月額 号俸 月額 

１ ５１０，０００ １１ ６１０，０００ ２１ ７１０，０００ ３１ ８２０，０００ 

２ ５２０，０００ １２ ６２０，０００ ２２ ７２０，０００ ３２ ８５０，０００ 

３ ５３０，０００ １３ ６３０，０００ ２３ ７３０，０００ ３３ ８８０，０００ 

４ ５４０，０００ １４ ６４０，０００ ２４ ７４０，０００ ３４ ９１０，０００ 

５ ５５０，０００ １５ ６５０，０００ ２５ ７５０，０００ ３５ ９４０，０００ 

６ ５６０，０００ １６ ６６０，０００ ２６ ７６０，０００ ３６ ９７０，０００ 

７ ５７０，０００ １７ ６７０，０００ ２７ ７７０，０００ ３７ ９９０，０００ 

８ ５８０，０００ １８ ６８０，０００ ２８ ７８０，０００   

９ ５９０，０００ １９ ６９０，０００ ２９ ７９０，０００   

１０ ６００，０００ ２０ ７００，０００ ３０ ８００，０００   

（俸給額の決定） 

＊毎年、決算時に業績を鑑みて報酬を決定する。 

＊役員就任以前に当法人の職員として勤務していた場合は、その俸給額を下回らないものとする。 

 

別表１－２（常勤役員等の各種手当） 

役員手当 

理事長 

 

俸給額×２０％ 

扶養手当 給与規程に準ずる 

住宅手当 

通勤手当 

 

別表２（非常勤役員等の報酬） 

（１）評議員 

 日額 

評議員会への出席 法人及び施設業務のための出勤 ５，０００円以上 

（２）理事 

 日額 

理事会等会議への出席 法人及び施設業務のための出勤 ５，０００円以上 

（３）監事 

 日額 

理事会等会議への出席 法人及び施設業務のための出勤 ５，０００円以上 

監事監査業務への出席 １０，０００円以上 
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（４）評議員及び評議員選任・解任委員会委員並びに第三者委員 

 日額 

評議員会への出席 法人及び施設業務のための出勤 ５，０００円以上 

評議員選任・解任委員会への出席 ５，０００円以上 

 


